
子どもの様子が見れるチャンス！

PTAのしおり

甲子園浜小学校PTA

このしおりは、甲子園浜小学校 PTAについての説明資料です。

 卒業までお手元におき、活動の参考にしてください。

 ー来校時のお願いー  
・ 保護者証の着用

・車での来校は不可

※自転車はPTA活動時のみ使用できる駐輪場の許可書を発行しています。

※学校行事の際などは駐輪不可

会則は甲子園浜小学校HPに最新版を掲載しております。
必要に応じてご確認ください。



甲子園浜小学校 PTAについて

PTAと聞くと「大変そう」「仕事してたら無理よね」など最初に思うことかと思
います。しかし、現在PTA活動をしている方のほとんどは、お仕事をされて
いる方ばかりです。自分のライフスタイルにあった活動方法を毎年考えてい
くので、できる範囲で参加してみてください。 活動内容は、集まったメンバー
で自由に考えることができ、活動の回数や、内容に決まりはありません。

お子さまの様子を見るついでに活動ができたらと思っています。

HPの活用

PTAに関する資料を、いつでも確認で
きるように小学校のHPを活用していま
す。

・会則

・PTAのしおり

できることを

できるだけ活動

みんながフォローできる体制を心がけて
います。

「前やってたから、やらなくちゃ」などでは
なく、活動内容も集まったメンバーででき
る形で自由に活動できたらと思います。

・新しいことを始めるのも OK！

・前年度と同じことやっても OK！

PTAからのお知らせ
方法について

PTAからのお知らせは、紙での
配布または、ミマモルメより配信
いたします。

PTAに関する各種お問い合わせ

は『総務部公式ライン』 からお

気軽にご連絡ください。

お問い合わせ専用
総務部公式LINE

↓



PTA会費について

本校PTAは会費の徴収はございません。

本校では集団登校と自由登校を選択できます。登下校の安全の為、危険箇所
を可能な限り全保護者（会員、非会員） で見守っています。
登校班の管理と見守り活動表の作成等は 地区愛護部が行っています。  
通学路や子どもの安全に関することは地区愛護委員まで。
その他の問い合わせは総務までお寄せください。

※転居や転入の際はお早めに愛護委員または総務部までご一報ください

登校班と見守り活動 (地区愛護部 )

地域の方も見守りをし
てくださっています。  
自分達の子どもの安
全は  自分達で守りま
しょう。
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会員総会　年1回(年度初め)　
臨時会員総会（必要時）

決議：全PTA会員

・前年度活動報告
・前年度決算報告並びに監査報告
・新年度活動計画及び年度予算（案）
・新年度会計予算（案）
・新年度役員、会計監査の承認
その他緊急事項などを審議し、議決もしくは承認します。

総務委員会　年3回
総務役員、各部の代表、学校長、教頭

・年度予算の作成

・各部報告事項共有

・各部会によって立案された事業計画を検討し、会員総会または委員総会に提案

・会員総会、委員総会に提案する際の資料を作成

委員総会　必要に応じて開催

決議：総務役員、全委員、学校長、教頭、担当教諭

・会員総会の代行機関の性格を持つ

・総務委員会より提案された事業計画PTAの運営に関する事項、その他必要事項の審議決定

その他緊急事項などを審議し、議決もしくは承認します。

部会　必要に応じて開催

・各部定期的に部会を開き、会員より意見をまとめ検討し、活動しやすい体制にしていく

役員会　月1回程度

総務役員【 会長(1名)副会長(4名)書記(2名)会計(2名) 】
・企画、運営、調整のため話し合う

・各部の情報共有

・行事協力内容検討

・プリント物作成、印刷・配布など

主な集まり



総務　役員

一度総務役員を経験すると未就学児を含む全ての子どもの委員活動が
永久免除されます！

会長...(1名)
　PTAを代表し、参加しやすい環境を作ります。

副会長(4名)
　校内副会長 ...学校と各部と連携を図り、円滑な行事活動ができるよう補佐します。  
　P協副会長 ...西宮市PTA協議会（P協）に理事として参加し、他校との交流を図ります。  
　青愛協副会長 ...甲子園浜地区青少年愛護協議会と連携を図ります。
　愛護副会長 ...学校・地域・地区愛護と連携を図ります。

　
書記(2名)
　PC書記...文書の作成・保存・印刷に関することを担当します。
　議事録書記 ...会議の記録・年間作業のまとめを担当します。

　
会計(3名)保護者より2名、教職員より1名
　PTA会費の管理、諸経費の支払い、予算、決算などの収支一切を担当します。

主な活動

★PTA会員総会の開催 
★各種会議の開催
★学校、周辺団体との連携
★PTA内の課題への対応
★PTAニュースの発行
★ホームページへの反映依頼
★公式ラインの管理
★見守りのタスキ、旗の管理
★委員、行事ボランティアの募集
★活動の参加者 募集
★会計庶務・書記庶務
★PTA協議会関連の集まりに出席

総務役員の選出方法

二学期頃、立候補者と前向きに検討したい
方を募り、同時に推薦したい方をうかがい
ます。 
現総務が説明会を開き、その後正式に選
出されます。
※次点も選出。

全会員に対する電話勧誘やくじ引きによる
選出などは一切していません。 

定員数を選出できない場合は活動を縮小し
ます。

総務は「役員」
他の部は「委員」
といいます。

総務は学校・地域諸団体と連携を取りながら
PTA活動全体を推進し、企画・運営します。



地区愛護部

★地域連絡網作成・通学路安全確保

★校外児童会参加

主な活動

本校は子どもの登下校時の安全の為、危険箇所を可能な限り 全保護者（会員、
非会員）で見守っています。
登校班の管理と見守り当番表の作成等は 地区愛護部が行っています。

地区愛護委員の選出方法

三学期に各地区での委員選出となり
ます。 立候補を優先とし、立候補が
いない場合は免除条件に該当しない
家庭を対象に、抽選で選出します。
（PTA非会員も含む）

学級学年部
先生と相談し学校行事に関連したお手伝いや、保護者や子
供達の親睦を深める活動をします。  

主な活動

・各学年で行われる行事やイベント手
伝いのリサーチ企画・段取りや準備

★小連体

・全PTA会員への演技参加者募集か

ら演技練習、当日の仕切り取りまとめ

学級学年部の役員選出方法

三学期の委員選出の際、各学年
につき2名(のびのび学級から1名)
の合計13名を選出します。
※新一年生は入学後選出

選出者の中から
・部長1名・副部長1名を決定し学
年代表を学年で1名ずつ決定。※6
年は学年代表1名、小連体1名の内訳

立候補を優先とし、立候補がいな
い場合は免除条件に該当しない家
庭を対象に、抽選で選出します。

登校班の管理や見守り当番の管理、登下校の見守りを行い
ます。

記載の活動を必ず実施するのではなく、学校と部内で話し合い、活動内容を決め
ます。 



教養部
講演会や見学会の企画・開催をしたり、 PTA会員の教養を高
める幅広い活動をします。

主な活動

活動例

★“おもいやり ”を発行

★福祉や人権に関する施設などの見学会・講演会などを企画

★西宮市人権同和教育協議会参加

人権学習会などに参加して学習したことをもとに、会員全体に参加活動を促してい

きます。

広報部

活動例

★広報誌 “はまかぜ ”を発行

学校行事やPTA活動の広報活動に取り組みます。

主な活動

教養部と広報部の役員選出方法

三学期の委員選出の際「やりたい方」「人数が少なければやってもいい方」 を募
ります。
集まった人数でできる範囲の活動を、自由に行えます。  
定員(10名)を超えない場合は希望通りに参加でき、委員が集まらない場合は休部
となりその年の活動は行いません。
※新一年生は入学後選出

委員免除もございますが、１回しかやったらいけないと言う決
まりもございません。
ぜひ活動しやすい部に立候補よろしくお願いします！



委員免除対象者について（ PTA会員のみ適用）

甲子園浜小学校PTAでは、より皆さまがPTA活動がしやすくなるよう、委員免除
制度を設けております。
もちろん免除対象者でも委員立候補大歓迎です★

委員選出の免除対象者
（甲子園浜小学校での活動に限る）

①過去に（カッコ内）の役員委員経験有り（ 総務役員※来年度総務確定者も含む・西同協役員

・P協役員・補導委員 )⇒子ども全員の永久免除

②来年度PTA総務役員の次点の方⇒来年度のみ免除 (在学中の子ども全員 )

③来年度、他校・他園の「役員または委員」に選出の時点で決定している方⇒ 来年
度のみ免除(在学中の子ども全員 )

④過去に委員歴がある方（地区愛護部・学級学年部・教養部・広報部・役員候補推
せん委員）⇒対象の子どものみ免除

⑤来年度、地区愛護委員に決定している方⇒ 対象の子どものみ免除

⑥のびのび学級に所属している（のびのび学級での役割を優先）

⑦来年度転校が決まっている

特別免除申請

上記に該当せず特別な事情があって活動できない方は、 特別免除申請 が可能で
す。

特別免除を希望される方は、 PTA会長宛に封書 にて特別免除申請を担任の先生
にご提出ください。

特別免除申請書 記入内容
・免除申請理由
・子どもの学年クラス出席番号
・児童名
・PTA会員名

※特別免除の有効期限は対象年度の１年間とさせていただきます。



行事協力

子どもたちのためのイベントでのお手伝いです。
ご負担にならない程度に、ご協力お願いいたします。
イベントが近づきましたら、「 PTAお知らせ用オープンチャット LINE」やホームペー
ジから募集します。

【過去に行った活動】

クリーン活動
大きな行事の前に、校内の草抜き

夏休みのお花の水やり
夏休みの期間、校内のお花の水やり

夏休みラジオ体操
青愛協主催のラジオ体操のお手伝い

運動会
前日準備や当日受付・駐輪禁止の呼びかけ、後片付けなど

マラソン大会
スポーツクラブ２１主催マラソン大会の手伝い

給食エプロン修繕作業
ミシンを使い修繕作業

スポーツ 21プール当番
夏休みの(土日）に行うプール開放日に受付やプールサイドでの監視の手伝い



○学校評議委員・教育連携協議会 （総務　会長）

学校とPTA及び地域の方が連携協力し、学校作りを推進するための活動。　

学校関係者評価委員も兼ねる。

○西宮市PTA協議会＜P協＞（総務　P協副会長）

代表者は理事と呼ばれ、理事会、小学校部会、ブロック交流会（甲浜小は第7ブロック）に参加し、他校との

情報交換を図る。

○甲子園浜地区青少年愛護協議会＜青愛協＞ （総務　青愛協副会長）

近隣校、地域団体の代表者と共に役員会にも参加。

定例会には校長、生徒指導担当、補導委員も参加。

○西宮市立青少年補導センター＜補導＞ （補導委員）

市から認定された委員など、月3回程度、校区内のパトロール。

定例会の参加。

○スポーツクラブ 21甲子園浜（総務）

スポーツの振興、各クラブの代表者等定例会に参加。

○西宮市人権同和教育協議会＜西同教＞ （教養部）

人権同和の学習、他校との情報交換、教養部の部長は定例会に参加。

外郭団体の説明＜略称＞（担当部）



【教育連携事業】によるボランティア

甲浜園芸ボランティア

【活動】
毎月　第2水曜日、第4月曜日の午前中（1時間半程度）
【内容】
①季節に応じた花苗の植込み（ 6月、9月、11月頃）
②花壇の手入れ（整地、花殻つみ、除草、肥料やり）
③プランター等の花の手入れ（花殻つみ、除草、肥料やり）
④花壇周辺の除草など

学校図書館ボランティア

【活動】
火・木・金曜日のご都合のつく日（週１回程度）
昼休みと掃除の時間（13:00~13:45）
【内容】
①図書館の美化・装飾
②本の修理や本棚の整理
③読みきかせ活動
④本の展示
⑤本の貸し出しと返却

※どなたでも参加できます。希望者は学校まで。

甲浜ボランティア通信

甲子園浜小学校地域学校協働活動推進員が発行している、甲浜ボランティア通信は小学
校のHPにて更新中です。

子どもたちの周りで、様々なボランティア活動をしてくださってる方々の紹介が、分かりやす
く紹介されています。


